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令和３年３月29日 

 

三鷹市議会議長 石 井 良 司 様 

 

総務委員長 渥 美 典 尚 

 

総務委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件を審査の結果、下記のとおり決定したので報告いたし

ます。 

 

記 

 

○ 委員会開会月日 

 

(1) 令和３年２月15日 

(2) 令和３年３月８日 

(3) 令和３年３月29日 

 

○ 付託案件及び審査のてんまつ 

 

１ 議案第８号 令和２年度三鷹市一般会計補正予算（第12号） 

 

 この議案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億7,026万5,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ950億1,592万3,000円とするととも

に、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正を行うため、提案されたものであ

ります。 

 

２ 議案第９号 令和２年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 この議案は、歳入予算のみの補正を行うため、提案されたものであります。 

 

以上２件につきましては、関連がありますので一括して審査を進めました。 

 

以上２件の審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。 
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・減収補塡債の対象税目に係る減収見込みと新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の充当先に係る考え方等について 

・三鷹市立アニメーション美術館の運営支援に係る考え方と指定管理者における

積立金の活用等について 

・ふじみ衛生組合負担金に係る可燃ごみ持込み量の増加理由と将来の施設改修等

に向けた財源確保の考え方等について 

・三鷹産業プラザ運営に伴う損失補塡の考え方と株式会社まちづくり三鷹におけ

る国の持続化給付金等の活用状況等について 

・自転車等駐車施設に係る運営支援と警備委託先への影響及びコミュニティバス

運行補助金に係る運行便数の考え方等について 

・学校教育活動継続支援事業に係る研修の内容、川上郷自然の村の運営支援に係

る指定管理者の経営努力、川上郷自然の村災害復旧対策事業に係る財源内訳、

国庫補助を活用した学校トイレ及び空調設備等の改修に係る対象校選定の考え

方及び総合スポーツセンターの管理運営における支援に係る指定管理者の経営

努力等について 

・都市計画道路３・４・７号（連雀通り）整備事業に係る不明支障埋設物が事前

に発見できなかった理由と契約変更に係る考え方等について 

・休日診療所・休日調剤薬局等暫定施設に係る今年度の取組状況等について 

・高齢者センターけやき苑及び牟礼老人保健施設はなかいどうにおける利用控え

の状況等について 

 

また、委員会は審査の参考とするため 

 

・令和２年度基金運用計画 

・減収補塡債について 

・三鷹市立アニメーション美術館の運営支援について 

・ふじみ衛生組合負担金について 

・三鷹産業プラザ運営に伴う損失補填について 

・自転車等駐車施設に係る運営支援について 

・コミュニティバス運行補助金について 

・都市計画道路３・４・７号（連雀通り）整備事業について 

・学校教育活動継続支援事業について 

・川上郷自然の村の運営支援について 

・川上郷自然の村災害復旧対策事業の完了に伴う財源調整等について 

・国庫補助を活用した学校トイレ及び空調設備等の改修について 

・総合スポーツセンターの管理運営における支援について 
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の資料の提出を求め、審査を進めました。 

 

次いで、議案第８号、議案第９号についてそれぞれ採決いたしました結果、以上

２件については、いずれも全員異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 

３ 議案第３号 三鷹市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 この議案は、農業委員会会長及び委員の報酬月額を改めるため、提案されたもの

であります。 

 

本件審査に当たり、委員から出された主な質疑は次のとおりであります。 

 

・農業委員会会長及び委員の業務増加と報酬月額の妥当性について 

・報酬月額の改正をこの時期に行うこととした考え方について 

・報酬月額に係る農業委員会会長及び委員からの意見と担い手の確保について 

・報酬月額改正に係る近隣市等の動向について 

 

また、委員会は審査の参考とするため 

 

・三鷹市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例新旧対照表 

・農業委員会の会長及び委員の報酬月額の改正について 

・多摩26市の農業委員会委員の報酬額について 

 

の資料の提出を求め、審査を進めました。 

 

次いで、議案第３号について採決いたしました結果、本件については、全員異議

なく原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 

４ 所管事務の調査について 

ＩＣＴ・地方分権・危機管理と市民サービスに関すること 

 

本件については、なお調査の必要がありますので、議会閉会中の継続審査の議決

をお願いいたします。 


